
平成19年９月橋本市議会定例会会議録（第６号）の３ 

平成19年９月25日（火） 

                                          

 日程第18 議案第14号 橋本市斎場設置及 

び管理条例の一部を改正する条 

例について 

○議長（中上良隆君）日程第18 議案第14号

橋本市斎場設置及び管理条例の一部を改正す

る条例について を議題といたします。 

 本案に関し、委員長の報告を求めます。 

 総務委員会委員長 12番 辻本君。 

〔12番（辻本 勉君）登壇〕 

○12番（辻本 勉君）それでは総務委員会の

委員長報告を行います。 

 去る９月13日の本会議において、本委員会

に付託された議案第14号 橋本市斎場設置及

び管理条例の一部を改正する条例について 

を審査するため、９月14日に委員会を開催し、

慎重審査の結果、全会一致で原案のとおり可

決すべきものと決しましたので、以下その概

要を報告いたします。 

 本条例は、橋本斎場の送葬車に関し、近隣

市町の実態を調査し、申請者に無料で送葬車

を貸し出し、運転者については申請者で確保

していただく方法により、送葬車の有効活用

と経費の削減を図るため一部改正するもので

ある。 

 委員から、公用車を市民へ貸し出すことに

ついて、道路交通法等法令との関係に問題は

ないのか とのただしがあり、貸し出す目的

が本来の行政目的から逸脱しなければ、基本

的に公用車を市民に貸し出すことは特に問題

はない との答弁がありました。 

 交通事故等の賠償責任について ただしが

あり、現在、公用車については社団法人全国

市有物件災害共済会近畿支部に加入している

が、職員以外の者が運転することになるので、

本条例改正について可決をいただいた後は、

民間の損害保険に加入し、さらに橋本斎場送

葬車利用にかかる運用規定を策定し、利用者

への注意事項の徹底を図りたい との答弁が

ありました。 

 市による送葬車の運行の廃止によって、葬

祭業者が運転者の費用を葬祭費に加えること

も考えられ、市民の負担が増えるのでは、ま

た、周知方法について ただしがあり、利用

者の負担にならないよう葬祭業者と十分協議

を行い、配慮していただくことになっている。

改正による市民への周知は、市の広報及びホ

ームページ等で市民の皆さんにお知らせをし

ていきたい との答弁がありました。 

 官の守備領域と民の守備領域、官と民の役

割分担ということからすると、送葬車の所有

と運行は民の守備領域ではないか とのただ

しがあり、そのように考える との答弁があ

りました。 

 高野口斎場とのバランスと行政の公平性を

考えると、今回は運行をやめるだけだが、近

い将来においては市が送葬車を持つこと自体

をやめ、送葬車の所有と運行すべてを葬祭業

者に任せるべきであり、そういう方向で検討

できないか。また今後の行革プランにおいて、

弱者切り捨てにならないよう、十分に配慮す

べきではないか とのただしがあり、関係者

等と十分協議を行い、今後その方向で進めて

いきたい との答弁がありました。 

 議員各位のご賛同、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（中上良隆君）ただ今の委員長報告に

対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）質疑がないようですの
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で、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、議案第14号 橋本市斎場設置及

び管理条例の一部を改正する条例について 

を採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。 

 委員長報告のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決さ

れました。 

                     

 日程第19 議案第15号 市道の認定につい

て 

○議長（中上良隆君）日程第19 議案第15号

市道の認定について を議題といたします。 

 本案に関し、委員長の報告を求めます。 

 経済建設委員会委員長 ６番 清水君。 

〔６番（清水信弘君）登壇〕 

○６番（清水信弘君）委員長報告書。去る９

月13日の本会議において、本委員会に付託さ

れた議案第15号 市道の認定について を審

査するため、９月18日に委員会を開催し、慎

重審査の結果、全会一致で原案のとおり可決

すべきものと決しましたので、以下その概要

を報告いたします。 

 記 議案第15号は、橋本都市計画事業・橋

本隅田土地区画整理事業の区域内道路として、

独立行政法人都市再生機構により建設された

宝憧寺線・延長100.9ｍ、幅員4.0ｍから8.8

ｍ、及び国土交通省が京奈和自動車道関連事

業として建設された３路線、南側道中島１号

線・延長102.6ｍ、幅員６ｍ、南側道中島下兵

庫線・延長658.6ｍ、幅員6.5ｍ、南側道下兵

庫河瀬線・延長475.9ｍ、幅員6.5ｍを新たに

市道として認定するものであり、委員会は先

に現地に赴き、調査の後、審査を行いました

が、質疑、意見等はありませんでした。 

 以上、委員長報告を終わります。 

○議長（中上良隆君）ただ今の委員長報告に

対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、議案第15号 市道の認定につい

て を採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。 

 委員長報告のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決さ

れました。 

                     

 日程第20 議案第10号 橋本市立こども園

条例の制定について 

○議長（中上良隆君）日程第20 議案第10号

橋本市立こども園条例の制定について を議

題といたします。 

 本案に関し、委員長の報告を求めます。 

 文教厚生委員会委員長 10番 平林君。 

〔10番（平林崇行君）登壇〕 

○10番（平林崇行君）去る９月13日の本会議

において、本委員会に付託された議案第10号

橋本市立こども園条例の制定について を審
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査するため、９月19日に委員会を開催し、慎

重審査の結果、賛成多数で原案のとおり可決

すべきものと決しましたので、以下その概要

を報告いたします。 

 議案第10号は、急速な少子化の進行や子育

て支援の必要性に鑑み、就学前の一貫した教

育、保育が可能な幼保一元化施設として、公

立幼稚園と公立保育園の機能を有する認定こ

ども園の設置に取り組んできており、平成21

年４月に高野口町向島において、本市 初の

認定こども園である仮称「高野口こども園」

を開園するにあたり、その設置及び管理に関

し必要な事項を定めるものである。 

 委員から、第５条第２号の入園資格で、満

４歳から小学校就学前までの２年保育なのか、

３歳からは受け入れられないのか とのただ

しがあり、４歳以上になると子どもの目は集

団に向かうが、３歳児まではなかなか集団に

目が向かず、親子関係を充実することが望ま

しいと考えている。ただし、親子関係を充実

させるには、こども園とは別に、子育て環境

のさらなる充実が必要と考えている との答

弁がありました。 

 保護者、地元住民、現場職員など関係者へ

の説明責任が十分果たされておらず、現場が

非常に混乱している状況での条例提案につい

て、当局はどのように認識しているのか と

のただしがあり、高野口地域については、各

幼稚園、保育園での説明会、また、広報によ

るパブリックコメントを実施しているが、市

全域への説明は不足しており、今後、説明責

任を十分果たしていきたい との答弁があり

ました。 

 今回の計画は、統廃合、幼保一元化、指定

管理者制度による民間委託を同時に進めよう

としているが、全国でこういった事例はある

のか とのただしがあり、詳細な聞き取り調

査は行っていないが、現在のところ確認でき

ていない との答弁がありました。 

 民間委託することで、公営とは違う特色あ

る就学前教育ができるとしているが、具体的

な中身について ただしがあり、民間法人は

教育、保育の理念を持っており、公営にはな

い特色を出せると考えている。具体的な中身

については、委託する法人が決定後、説明会

等の実施も考えている との答弁がありまし

た。 

 心身が虚弱で集団保育に耐えられないと認

められる場合、入園することができないとな

っているが、具体的な内容について ただし

があり、保育園では、常に医療的な看護が必

要な子どもについては、医師の判断の上、保

育ができるか確認しており、この理由により

入園をお断りした事例はない。また、幼稚園

についても、医療的な面から診断して実施す

ることができるとなっているが、そういった

ケースはない との答弁がありました。 

 保育料及び入園料について、指定を受けた

民間法人が独自に変更するおそれはないのか

とのただしがあり、本条例で規定するため、

指定を受けた民間法人が独自で変更すること

はあり得ず、変更する場合は条例改正が必要

となる との答弁がありました。 

 高野口こども園について、各園しか説明会

を実施していないが、今後、どのように説明

責任を果たしていくのか とのただしがあり、

パブリックコメント並びに保護者会からの質

問事項について、一つずつ誠意を持って対応

したい。今後は保護者会との定期的な話し合

い、各自治会やサークルからの説明要請への

対応、また全市的な説明会など、開園するま

で説明会を重ねたい との答弁がありました。 

 現在の保育園、幼稚園の運営に欠陥がある

のか。欠陥があるとした場合、一元化により

その欠陥をどう補完することができるのか 

とのただしがあり、現在、欠陥があるという
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ことではなく、保育園、幼稚園それぞれが保

育者のニーズにこたえ、子どもの様子も観察

し、できる範囲で頑張っているが、現実問題

として、別々の制度で運用されており、保育

士、幼稚園教諭が自分たちの領域だけで保育、

教育している。一元化により、お互いの子ど

もの様子を知り、橋本市の教育あるいは子ど

もの現状をとらえ直すことができるようにな

るため、子どもの姿を見て教育カリキュラム

を再編、充実させることができるなど、より

良い状態で幼児教育を行いたい との答弁が

ありました。 

 高野口こども園の対象となる５園の施設の

老朽度について ただしがあり、相当老朽化

しており、大変危険な状況にある。地震等の

発生も懸念されることから早急に整備する必

要があり、平成21年４月の開園は相当緊急な

課題と考えている との答弁がありました。 

 幼保一元化担当職員体制の充実について 

ただしがあり、今後、関係者への説明、園の

建設、法人の選定作業などの実務が発生する

が、一番重要な保育の中身についても煮詰め

ていく必要があるため、常勤ではないが保育

の実情をよく知る園長経験者を配置する。ま

た、専任の園長経験者以外にも数名程度の現

場職員が入るワーキンググループを立ち上げ

ることにしている。施設の建設など技術部門

については建設部にお願いしている との答

弁がありました。 

 討論に入り、反対の立場から、今回の計画

は、幼稚園、保育園の統廃合、幼保一元化、

指定管理者制度の導入の３つの初めての試み

を同時に実行するものであり、今日の幼児教

育、保育行政を大きく変更するものであるが、

担当部局だけで検討し、地域、保護者に対す

る事前の働きかけや意向調査、現場で働く職

員の声すら聞いていない。保護者説明会でも

疑問が噴出し、合意形成しがたい乱暴な計画

になっており、子育て支援がより必要な今日、

経費削減を目的とした今回の計画は矛盾して

いる。また、子どもたちに大きな負担をかけ

ることになり、中でも民営化は公的保育の放

棄を意味するため、本条例に反対する との

討論がありました。 

 以上、議員各位のご賛同、よろしくお願い

いたします。 

○議長（中上良隆君）ただ今の委員長報告に

対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

 ３番、富岡君。 

〔３番（富岡清彦君）登壇〕 

○３番（富岡清彦君）橋本市立こども園条例

設置に反対の立場から討論を行います。 

 本条例は、幼保一元化５カ年計画を実行し

ようとするものです。幼保一元化５カ年計画

は６月議会で発表されました。今回の計画は、

幼稚園、保育園の統廃合、幼保一元化、指定

管理者制度の導入（民間委託）の３つの初め

てを同時に実行するものであり、橋本市が

延々と充実発展させてきた幼児教育、保育行

政を大きく変更するものであります。 

 市長は常日頃、可能な限り現場へ出向き、

多くの市民の皆さんの生の声を聞いていきた

いと表明されています。しかし、今回の計画

は担当課だけで検討したもので、地域や保護

者に対する事前の働きかけや意向調査、幼児

教育、教育の専門家である保育園、幼稚園で

働く人々の声すら聞いていないものになって

います。保護者説明会でも疑問が噴出し、当

局が説明できない問題もたくさん出て、怒り

が広がりつつあります。このことは合意形成
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しがたい乱暴な計画になっているからです。 

 少子化対策で大事なのは、少子化を克服す

る努力を行いながら、子育てしやすい環境を

つくることにあると考えます。子育て支援が

いつにも増して必要な今日、経費削減を目的

とした今回の計画は矛盾していると考えます。

統廃合、幼保一元化、民営化という３つの初

めては、施設が新しくなる、規模の大きな園

になる、先生が全員入れ替わるというもので、

今通っている子どもたちに極めて大きな負担

をかけることになります。中でも民営化は、

市による公的保育からの撤退、放棄を意味し

ます。このような民営化には、私どもは絶対

反対です。 

 以上、反対討論といたします。 

○議長（中上良隆君）ほかに賛成討論する方

ありませんか。 

 ４番 松浦君。 

〔４番（松浦健次君）登壇〕 

○４番（松浦健次君）私は橋本市立こども園

条例に賛成の立場から討論いたします。 

 確かに市当局の手続き、説明責任等につい

ては不十分な点が存在します。しかし、この

点は、今後、要点を適切に丁寧に誠心誠意説

明すれば、大方の理解を得ることが可能であ

ると考えます。問題は公設民営にすることが、

指定管理者の利益追求を重視するあまり、子

育ての目的を損なうことにならないか否かに

あります。この点、疑問がないわけではない。 

 そこで、過日の文教厚生委員会でこの点を

ただしたところ、市当局は、財政的基盤のし

っかりした実績のある社会福祉法人を選ぶと

答弁しております。また当局は、今後説明の

過程においても、広く市民の意見を取り入れ

て、よりよい子育てを実現するため、委託契

約の内容をつくり上げると説明しております。

さらに、開園後も保育の質の確保や運営等に

問題があった際には、橋本市の責任として指

定管理者に対して指導するなど、適切に対応

できる体制を整備すると答弁しております。 

 以上の点から、市当局は単に民間に丸投げ

するのではなく、責任ある子育てを実施する

ことになると判断いたしました。 

 また別の視点からも、まず行政のサービス

として不均衡な面を是正して、市全域でのバ

ランスのよい乳幼児施設の配置を図ることも

必要であると考えます。また、本条例案は在

宅の子育て支援の充実をも視野に入れたもの

で、その合理性は理解できます。さらに、保

育に欠けない子どもをも受け入れることがで

き、今日の需要にこたえることができます。 

 さらに視点は異なるが、仮に本条例案を否

決すれば、事実上、老朽化した施設の使用期

間が延び、防災が叫ばれる今日、多くの児童、

職員の生命、身体を長く危険にさらす結果と

なります。 

 以上の理由により、設置主体として市当局

の行政責任を残し、民間の柔軟、自由な発想

と、迅速な対応が可能な形態を取り入れやす

い橋本市立こども園条例に賛成するものであ

ります。 

○議長（中上良隆君）反対討論する方ありま

せんか。 

 11番 岩田君。 

〔11番（岩田弘彦君）登壇〕 

○11番（岩田弘彦君）反対の立場で討論いた

します。 

 こども園条例の必要性につきましては十分

理解しておりますので、必要性は感じており

ますが、一点、一般質問のほうでも取り上げ

させていただきましたが、短時間児の満３歳

児保育、認定基準にもあるにもかかわらず、

あえて橋本市としてはこども園について認め

ないというお話でしたが、その理由で「４歳

以上になると子どもの目は集団に向かうが、

３歳児まではなかなか集団に向かわず、親子

－259－ 



関係を充実することが望ましい」、望ましいの

でしたら何で民間の幼稚園に認めているので

すか。それ、指導はできるはずなんです。だ

から、私は満３歳児から満４歳児の間は、集

団性の必要性もあるし、親子の関係を充実す

る必要性も十分あると思います。 

 現状況を考えてみますと、少子化並びに核

家族化が進んでいる状態で、その３歳児の、

満３歳から４歳に向かう子どもを保育されて

いるお母さんの状況を見てみますと、まった

くだれにも、ほかの人の手を借りることなく

子育てをしなければならない状況になってお

ります。ですので、その３歳から４歳に向か

う間には、やはり短時間児を設定いたしまし

て、半日は集団性の方向性をやっぱり経験さ

せていく。半日はお母さんといる時間を充実

させてあげることによって、親子の関係は充

実すると思います。今でしたら昔と違いまし

て、お母さん一人孤立して子育てをしている

状態。昔でしたら地域の皆さんやおじいちゃ

ん、おばあちゃん、そういう関係が充実して

いましたが、現在はそういう状況にありませ

ん。 

 その状況において、３歳から必要でという

ことで認定基準はあるのです。それにおいて、

私の質問に対しまして、まったく今後も検討

していく意思はないような答弁しかいただい

ておりません。設置は必要と考えております

が、今後、短時間児の３歳児保育に関して、

前向きの検討をするという答弁すらいただい

ていない現時点におきまして、この条例に対

して賛成することはできません。 

 以上、反対の理由といたします。 

○議長（中上良隆君）賛成討論する方ありま

せんか。 

 13番 瀧君。 

〔13番（瀧 洋一君）登壇〕 

○13番（瀧 洋一君）賛成の立場から討論を

させていただきます。 

 先ほど、４番議員から討論ございましたよ

うに、重複する部分がございますけれども、

今回のこども園の設置条例に関しまして、幼

稚園、保育所の統廃合ということが前面に打

ち出されておりますけれども、実際、今回の

こども園設置条例では、第４条の「次に掲げ

る事業を行う」の第１項の１番目の中で、認

定こども園法第３条第１項第２号及び第３号

に関すること、この第３号に関すること、こ

れが子育て支援にかかわる部分であります。 

 今まで、保育に欠ける子、欠けない子とい

った区分で子どもたちを親の就労形態に対し

て、行政の子育て支援に関しての違いがござ

いました。しかし、ここで第３号を盛り込む

ことにより、すべての子どもたちに対して行

政の手厚い保護が、また子育て支援、育児に

悩むお母さんやお父さん方に対しての悩みを

解消する施設が、各中学校区に１つ設置され

る計画であります。これは、この橋本市が今

後、教育の町として発展していく大事な礎と

なるものであると考えております。 

 私自身も子どもの教育のため、私立ではあ

りますが、きのくに子どもの村学園に子ども

を入学させるためにこの橋本市へやってまい

りました。そしてまた、現在、橋本市の公立

保育所、幼稚園は県下の中で先進的な保育、

教育を行っております。それに増して、今回

のこども園を設置することで、すべての市民、

子どもたちに対し、先進的な教育を行うこと

ができます。そしてまた、現在、先日も教育

委員会の協議会に傍聴させていただきました

が、小・中一貫、これもまた他市でもござい

ますけれども、これからの橋本の子どもたち

を支えていく一つの施策であると考えており

ます。 

 これから、「子育てをするなら橋本市」こん

なふうに言っていただけるようなまちにする
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こと、これが少子化を解決していく一つの方

策ではないでしょうか。そういった意味でも、

このこども園を早期に設置していくこと、こ

れが大変重要であると考えております。 

 それから、３番議員の討論の中で、民営化

に対しての批判的なご意見がございました。

しかし、現在優れている保育内容、環境を壊

すものであってはいけない。これは私も同様

の思いをしております。しかしながら、委員

会での質疑、また同僚議員たちの一般質問の

答弁の中で、法人の審査にあたっては厳重に

行う。財政的なところはもちろん、正直なと

ころ社会福祉法人という、または学校法人と

いう公益法人において運営を任されるわけで

すから、ここに利益追求の概念があってはな

りません。しかし、経済的な側面、そしてま

た保育内容についても十分な審査が行われる

こと、そしてまた募集をしたけれども集まら

なかった場合のみならず、応募があってもこ

れらの要件を満たさない場合は法人を決定を

せず、公設公営で行く旨のご答弁もいただい

ております。 

 そしてまたこの11条では、 後に「こども

園の管理を指定管理者に行わせることができ

る」となっており、この条例制定がすなわち

イコール民営化しかないという文言になって

おるわけではありません。今より、より高い

水準の保育、教育を行うことを期待いたしま

して、この条例、11条の部分については問題

がないと考えます。 

 そしてまた、説明責任が果たせていないの

ではないか、これは確かに私も今まで感ずる

ところではあります。しかしながら、委員会

の質疑におきましても、幼保一元担当の人員

を、現場の経験者を充実させるといったご答

弁もいただいておりますし、今後、保護者会、

自治会、サークルなどさまざまなところで説

明会を開き、また全市的にも定期的に行って

いただく、こういったご答弁もいただいてお

ります。また、法人が決定した後には、法人

と一緒になってご説明をいただく。そしてま

た、保護者が決定した後に、保護者に対して

の説明と、今後の説明責任を果たしていただ

けるとのご答弁をいただいております。 

 そしてまた、高野口地区の今３つの保育所、

また高野口小学校に関し、老朽化が進んでお

ることにも思いをはせなくてはなりません。

そしてまた、高野口小学校の建て替えか保存

の問題、ここには高野口幼稚園も含まれてお

ります。このこども園条例が否決をされ、21

年４月の開園ができない場合、改めて小学校

の計画等にも幼稚園部分を考えなくてはなり

ません。 

 先ほど、11番議員の討論の中で、３歳児の

取り扱いについてご意見がございました。私

も３歳児について、より集団性を持った形で

の保育が必要である、このご意見には反対す

るものではありません。しかしながら、地域

子育て支援事業において集団性を確保した上

で、現在行っている園庭開放のみならず、よ

り積極的に在園児とも交流することにより、

解決をすることができる問題であると考えて

おります。ただ、当局に対しましては、説明

責任、また、この３歳児保育に関しては、今

後ご検討をいただきたいものと要請をさせて

いただきます。 

 しかしながら、総合的に考えまして、今回

のこども園条例は、教育のまち橋本として、

また、今窮屈な思いで教育、保育を受けてい

る高野口の子どもたちのことを考えまして、

ぜひとも早期に条例を制定すべきであると考

えまして、私の賛成討論といたします。 

○議長（中上良隆君）ほかに討論する方あり

ませんか。 

 ２番 阪本君。 

〔２番（阪本久代君）登壇〕 
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○２番（阪本久代君）橋本市立こども園条例

の制定について、反対の立場から討論を行い

ます。 

 先ほど３番議員も述べましたが、この条例

は幼保一元化５カ年計画を実行するためのも

のです。幼保一元化５カ年計画は、統廃合、

幼保一元化、民間委託と３つの初めてを同時

に行うもので、子どもたちにとって大きな変

化、負担をもたらすものです。子どもの立場

に立った計画と言えないと思います。 

 また、この民間委託、指定管理者を公募す

るにあたりまして、１歳児について、現在、

橋本市の保育行政では子ども、園児４人に対

して保育士さんが１人となっています。これ

を指定管理者を公募するにあたって、現在の

水準を維持するという答弁は一度もいただけ

ませんでした。現在、橋本市内の民間の保育

園では６対１である。そのことを考慮して４

対１という条件を付けるということができな

いというふうに思われます。 

 このように今までの保育行政の水準、また

幼稚園では研修の時間が保障されていますが、

その保障もない。現在の幼稚園の教育の保障

ということも、今度の条例では保障されてい

ません。今までの水準を維持し、よりいいも

のになるのだという説明を何度も伺いました

が、この２つを取ってみてもそれが保障され

ているとは言えません。 

 よって反対討論といたします。 

○議長（中上良隆君）ほかに討論する方あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ないようですので、こ

れをもって討論を終結いたします。 

 これより、議案第10号 橋本市立こども園

条例の制定について を採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。 

 委員長報告のとおり決することに賛成諸君

の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（中上良隆君）起立多数であります。 

 よって、議案第10号は原案のとおり可決さ

れました。 

                     

 日程第21 議案第11号 橋本市企業立地促

進条例の制定について 

○議長（中上良隆君）日程第21 議案第11号

橋本市企業立地促進条例の制定について を

議題といたします。 

 本案に関し、委員長の報告を求めます。 

 企業誘致対策調査特別委員会委員長 19番 

中本君。 

〔19番（中本正人君）登壇〕 

○19番（中本正人君）それでは委員長報告を

行わせていただきます。 

 去る９月13日の本会議において本委員会に

付託された議案第11号 橋本市企業立地促進

条例の制定について を審査するため、９

月14日委員会を開催し、慎重審査の結果、全

会一致で原案のとおり可決すべきものと決し

ましたので、以下その概要を報告いたします。 

 議案第11号は、ここ数カ月のうちに広大な

企業用地の出現、京奈和自動車道の一部供用

開始など、本市の企業立地を取り巻く環境が

激変し、また自治体間の企業誘致活動が激し

くなる中、より積極的な誘致活動を展開する

ため、全部改正するものである。主な内容と

しては、誘致対象業種として、製造業と情報

通信業のほか、物流関連業、宿泊業、学術・

研究機関を設置するとともに、既存市内企業

の増設・移設に対しても誘致企業と同一条件

で奨励するなど、誘致活動に必要な事項を定

めている。 

 委員から、奨励金の額の決定根拠について 

ただしがあり、旧条例における優遇制度につ

いては、和歌山県近隣の自治体と比較しても
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特に優れたものになっていないため、先進自

治体の奨励金等も参考にし、本市が対応可能

な範囲内で本市がターゲットにしている中小

企業に魅力を感じていただける金額として設

定している との答弁がありました。 

 本市は土地が安く水も豊富にあることから、

製造業に適していると考えるが、これらを

大限に生かして、大企業を対象に誘致活動は

できないものか とのただしがあり、本市地

元には工業高校もあることから、若者の就労

の場を確保するために、ものづくり企業の集

積を考えており、今後は水を豊富に必要とす

る企業もターゲットにしたい。ただし、大企

業の誘致については県で対応いただき、本市

としては中小企業を対象に誘致活動を行いた

い との答弁がありました。 

 全国あらゆる自治体で優遇制度が整備され

ている中、和歌山県と本市の優遇制度をあわ

せると、全国水準と比較すればどうなるのか 

とのただしがあり、全国 高水準の優遇制度

となっているが、企業は目先の数年ではなく、

もっと長い投資スパンを考えているので、他

自治体より優れた制度を整備しても、企業と

してメリットを見出せなければ進出していた

だけない との答弁がありました。 

 奨励金の交付期間は10年で、累計限度額が

それぞれ定められているが、交付期間内に限

度額に達した場合はどうなるのか とのただ

しがあり、交付期間内であっても限度額に達

した時点で交付は終了となる との答弁があ

りました。 

 奨励金の交付期間内に指定事業者がかわっ

た場合、新たに奨励金の交付が発生するのか 

とのただしがあり、条例第８条に地位の承継

について規定しており、死亡、法人が合併ま

たは分割、営業の譲渡により地位を承継され

た場合は、新たに奨励金が発生するのではな

く、前任事業者の後を引き継いでいただくこ

とになる との答弁がありました。 

 以上、議員各位のご賛同、よろしくお願い

いたします。 

○議長（中上良隆君）ただ今の委員長報告に

対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、議案第11号 橋本市企業立地促

進条例の制定について を採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。 

 委員長報告のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は委員長報告のとおり可決さ

れました。 
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